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安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書（案） 

  

本年７月８日、奈良市内において、参議院議員選挙の街頭演説中

に安倍晋三元首相が銃撃され、亡くなるという、あってはならない

事件が発生した。そして、政府は７月２２日に、安倍元首相の国葬

を９月２７日に日本武道館で実施することを閣議決定した。 

今回の事件は、決して許すことのできない暴挙であり、最も強い

言葉で非難するとともに、故人の御冥福を心より祈るものであるが、

国葬の実施については多くの問題点がある。 

国葬については、戦前には、国葬令に基づき行われていたが、昭

和２２年（１９４７年）の日本国憲法施行に伴い、国葬令は失効し

ている。今回の国葬について、政府は、国の儀式に関する事務を内

閣府の所掌とする内閣府設置法を根拠としているが、同法は飽くま

で組織や事務などについて定めた、いわゆる組織法であり、国葬に

関して定めた法令が存在しない以上、その法的根拠は存在しない。 

また、仮に国葬を実施するとしても、閣議決定から国葬実施日ま

では２か月以上の期間があり、補正予算を編成し、国会で議論する

ことも可能であると考えられる。しかし、政府は今回の国葬に要す

る費用を、国会での議論を経ることなく使途を決められる予備費で

支出するとしており、これは財政民主主義の精神に反することとな

る。 

岸田首相は記者会見において、国葬を行う理由として、生前に安

倍元首相が、憲政史上最長の８年８か月にわたり、卓越したリーダ

ーシップと実行力を発揮し、内閣総理大臣として重責を担ったこと

などを挙げているが、安倍元首相の政治的立場や政治姿勢について

は、国民の評価が大きく分かれている。また、新聞社等が行った世

論調査では、国葬実施に反対である人の割合が過半数を占めている。

国葬の実施に伴い、国民に弔旗掲揚や黙とうなどの弔意の表明を求

める場合、国民の内心の自由を侵害するおそれもある。 

これらの問題点がある今回の国葬を、十分な国会審議を経ないば

かりか、政府の独断で実施することは到底容認できるものではない。 

よって、本市議会は政府及び国会に対し、安倍元首相の国葬を中

止するよう強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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